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志木ニュータウン 中央の森弐番街 

決定通知書 
様式第 4(第 9 条第 5 項関係) 

    年 月  日 

志木ニュータウン中央の森弐番街 

  号棟    号室        殿 

志木ニュータウン中央の森弐番街 

理事長          印 

 

    年  月  日付で貴殿から承認申請のあった専有部分の修繕等については、次

のとおり決定しましたので、専有部分の修繕等に関する規則第 9条第 5項の規定により通

知します。 

承認 

 

不承認 

 

    年  月  日  理事会決議 

 

承認の条件    無  有 

「有」の場合の条件 

 

 

 

 

不承認の理由 

  


